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第３章 健康日本 21（第三次）のビジョン・基本的な方向 

 健康日本 21（第二次）最終評価において示された課題等を踏まえ、健康日本 21（第三次）

におけるビジョン及び基本的な方向は以下のとおりとする。 

 

１．ビジョン 

 健康日本 21（第三次）の計画期間は、関連する計画（医療計画、医療費適正化計画、介護

保険事業（支援）計画等）と計画期間をあわせること、各種取組の健康増進への効果を短期

間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏まえ、令和６（2024）

年度から令和 17（2035）年度までの 12年間とされている。 

 平成 12（2000）年の健康日本 21 開始以来の成果としては、第２章２ⅰで述べたとおり、

基本的な法制度の整備や仕組みの構築、自治体、保険者、企業、教育機関、民間団体など多

様な主体による予防・健康づくり、データヘルス・ＩＣＴの利活用、社会環境整備、ナッジ・

インセンティブといった、当初はなかった新しい要素の取り込みがあり、こうした諸活動の

成果により、健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は

着実に延伸してきたといえる。 

一方で、 

・一部の指標、特に一次予防に関連する指標が悪化している 

 ・全体としては改善していても、一部の性・年齢階級別では悪化している指標がある 

 ・健康増進に関連するデータの見える化・活用が不十分である 

 ・ＰＤＣＡサイクルの推進が国・自治体とも不十分である 

といった課題が指摘されている。 

 加えて、計画期間では、 

・少子化・高齢化がさらに進み、総人口・生産年齢人口が減少し、独居世帯が増加する 

・女性の社会進出、労働移動の円滑化、育児・介護との両立や多様な働き方の広まり、高

齢者の就労拡大などを通じ社会の多様化がさらに進む 

・あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が加速する 

・次なる新興感染症も見据えた新しい生活様式への対応が進む 

といった変化が予想されている。 

 上記を踏まえ、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」を「ビ

ジョン」とし、そのために、①誰一人取り残さない健康づくりの展開（Inclusion）、②より

実効性をもつ取組の推進（Implementation）を行う。具体的な内容としては、以下のものを

含む。 

・多様化する社会において、集団に加え個人の特性をより重視しつつ最適な支援・アプロ

ーチの実施 

・様々な担い手（プレーヤー）の有機的な連携や社会環境の整備 

・ウェアラブル端末やアプリなどテクノロジーも活用したＰＤＣＡサイクル推進の強化 

 こうした取組を行うことで、well-beingの向上にも資することとなる。 

令和５年２月２０日
第７回　次期国民健康づくり運動プラン
策定専門委員会　資料
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 図表●：健康日本 21（第三次）のビジョン 

 

 

２．基本的な方向 

 「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実現

のため、基本的な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改

善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの４つとする。 

 それぞれの関係性は、図表●のとおりである。個人の行動と健康状態の改善及び社会環境

の質の向上の取組を進めることで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小の実現を目指す。その

際は、個人の行動と健康状態の改善を促す社会環境の質の向上という関係性を念頭に置いて、

取組を進める。なお、個人の行動と健康状態の改善のみが健康増進につながるわけではなく、

社会環境の質の向上自体も健康寿命の延伸・健康格差の縮小のための重要な要素であること

に留意が必要である。加えて、ライフコースアプローチも念頭に置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期プランのビジョン（案）

• 基本的な法制度の整備・枠組みの構築

• 自治体のみならず、保険者・企業など多様

な主体が健康づくりの取組を実施

• データヘルス・ICT利活用、社会環境整備、

ナッジ・インセンティブなど新しい要素も

これまでの成果

• 一部の指標が悪化

• 全体としては改善していても、一部の性・年

齢階級では悪化している指標がある

• データの見える化・活用が不十分

• PDCAサイクルの推進が不十分

• 少子化・高齢化の進展、総人口・生産年齢人口の減少、独居世帯の増加

• 女性の社会進出、労働移動の円滑化、多様な働き方の広まりによる社会の多様化

• あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーションが加速

• 次なる新興感染症も見据えた新しい生活様式への対応

課題

ビジョン

予想される
社会変化

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現

①誰一人取り残さない健康づくりを展開する（Inclusion）

②より実効性をもつ取組を推進する（Implementation）
• 多様化する社会において、集団に加え個人の特性をより重視しつつ最適な支援・アプローチの実施
• 様々な担い手（プレーヤー）の有機的な連携や、社会環境の整備
• ウェアラブル端末やアプリなどテクノロジーも活用したPDCAサイクル推進の強化
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 図表●：健康日本 21（第三次）の概念図 

 

 

 

 ４つの基本的な方向の詳細は、以下のとおりである。 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のため、個人の行動と健

康状態の改善に加え、個人をとりまく社会環境整備や、その質の向上を通じて健康寿命の延

伸及び健康格差の縮小を実現する。 

 

（２）個人の行動と健康状態の改善 

 国民の健康増進を推進するに当たって、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲

酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善（リスクファクターの低減）に加え、こ

うした生活習慣の定着等によるがん、循環器病、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）を

はじめとする生活習慣病（ＮＣＤｓ：非感染性疾患）の発症予防、合併症の発症や症状の進

展等の重症化予防に関して引き続き取組を進めていく。 

一方で、生活習慣病（ＮＣＤｓ）に罹患せずとも、日常生活に支障をきたす状態となるこ

ともある。ロコモティブシンドローム（運動器症候群）、やせ、メンタル面の不調等は生活

習慣病（ＮＣＤｓ）が原因となる場合もあるが、そうでない場合も含め、これらを予防する

ことが重要である。また、既にがんなどの疾患を抱えている人も含め、「誰一人取り残さな

い」健康づくりの観点から、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防だけでない健

生活機能の維持・向上

生活習慣病
の発症予防

生活習慣病の
重症化予防

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める

次期プランの方向性（案） ※内容のイメージ

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

個人の行動と健康状態の改善 社会環境の質の向上

自然に
健康になれる
環境づくり

社会とのつながり・こころの健康の維持・向上

誰もがアクセスできる
健康増進のための基盤の整備

生活習慣の
改善
（リスク
ファクター
の低減）

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
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康づくりが重要である。こうした点を鑑み、心身の生活機能の維持・向上の観点も踏まえた

取組を推進する。 

 なお、「生活習慣病」は生活習慣のみならず、個人の体質等が発症に影響を及ぼすにもか

かわらず、その用語から生活習慣の影響のみで発症すると誤解されやすく、第三者からの偏

見・差別や、自己否定といったスティグマを生み、場合によってはそのスティグマが健康増

進の取組を阻害するという指摘がある。一方で、「生活習慣病」という用語が世間的に広く

定着していることを踏まえ、用語のあり方については、社会動向等も踏まえ、中長期的に検

討が必要である。 

 

（３）社会環境の質の向上 

健康日本 21（第二次）の期間中の動向も踏まえ、関係省庁とも連携しつつ、取組を進め

る。 

就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや社会参加の取組に加え、各人がより緩

やかな関係性も含んだつながりを持つことができる環境整備やこころの健康を守るための

環境整備を行うことで、社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上を図る。 

健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康になれる環境づくり

の取組を実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた予防・健康づくりを推進す

る。 

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備として、保健・医療・福祉等へのアク

セスの確保に加え、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコード）をはじめとする自らの健康情

報を入手できるインフラ整備、科学的根拠に基づく健康に関する情報を入手・活用できる基

盤の構築や周知啓発の取組を行うとともに、多様な主体が健康づくりに取り組むよう促す。 

 

（４）ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 社会がより多様化することや、人生 100年時代が本格的に到来することを踏まえれば、

（１）から（３）に掲げる各要素を様々なライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期

等の人の生涯における各段階）において享受できることがより重要であり、各ライフステ

ージに特有の健康づくりについて、引き続き取組を進める。 

加えて、現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可

能性や次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があるものである。これらを踏まえ、ライフ

コースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づく

り）について、健康づくりに関連する計画等とも連携しつつ、取組を進めていく。 
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